
奈良市幼保再編基本計画の基本事項 

 

奈良市幼保再編計画の策定にあたり、以下のことを基本事項とする。 

 

１ 市立幼稚園と市立保育所を新たな「幼保連携型認定こども園」に再編する。 

 

２ 市立幼稚園及び市立保育所の再編にあたっては、私立幼稚園、民間保育所の最大

限の活用を図ることとし、市立施設の配置は、私立幼稚園・民間保育所の収容能

力や位置関係を考慮する。 

 

３ 市立認定こども園の定員を原則９０～１７０人とする。 

 

４ 過小規模の幼稚園等については、施設型保育としての位置づけは廃止するが、地

域の保育ニーズにより地域型保育（小規模保育、家庭的保育等）での対応を検討す

る。 

 

５ 地域型保育については、当面、小規模保育（利用定員６人以上１９人以下の保

育サービス）、家庭的保育、事業所内保育（主として従業員のほか、地域におい

て保育を必要とする子どもにも保育を提供）の３つについて検討する。なお、居

宅訪問型保育については、これらの後に必要があれば検討する。 

 

６ 幼保再編の実施についてのスケジュール 

    国の子ども・子育て関連３法の動向を踏まえて、下図のスケジュールで実施し

ていく。 

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

幼保再編の条件整備

保育ニーズに応じたスピーディな量的拡大（待機児童の解消）

幼保再編の実施（①モデル園の実施 ②全市的に順次実施）

 

  

７ モデル園や待機児童対策（民間保育所の新設・分園、幼稚園での預かり保育の拡

充、家庭的保育事業の取組み）は、できることから速やかに実施していく。 


